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１【提出理由】

　当社は2026年１月29日開催の第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2026年１月29日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、適切な税制の適用や繰越

利益剰余金の欠損の解消を通じて財務内容の健全化を図るとともに、将来の資本政策の柔軟性及び機動性を確保

することを目的として、会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金

の一部を減少し、減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第

452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当するもので

す。

１．減少する資本金の額

資本金の額を236,593,000円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。なお、当社が発行してい

る新株予約権が減資の効力発生日までに行使された場合、新株予約権の行使に伴い株式が発行されること

により増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えま

す。

２．減少する資本準備金の額

資本準備金の額を10,043,630,024円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えます。なお、当社が発行

している新株予約権が減資の効力発生日までに行使された場合、新株予約権の行使に伴い株式が発行され

ることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に

振り替えます。

３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年３月３日（予定）

４．剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記１．及び２．の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件

に、以下のとおり、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当いたし

ます。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　5,150,188,732円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　5,150,188,732円

 

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、柴原祐喜、大浦学、二又浩、布施知芳、喜多宏介、守屋実、森亮介、山岸英樹の８名を選任す

るものです。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

資本金及び資本準備金の額の減少並

びに剰余金処分の件

138,928 1,000 － （注）１ 可決　92.20%

第２号議案

取締役８名選任の件
   

（注）２

可決

柴原　祐喜 138,928 1,000 － 可決　92.20%

大浦　　学 138,928 1,000 － 可決　92.20%

二又　　浩 138,928 1,000 － 可決　92.20%

布施　知芳 138,928 1,000 － 可決　92.20%

喜多　宏介 138,928 1,000 － 可決　92.20%

守屋　　実 138,928 1,000 － 可決　92.20%

森　　亮介 138,928 1,000 － 可決　92.20%

山岸　英樹 138,928 1,000 － 可決　92.20%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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